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アメリカのプロパテント政策
1977.1 （カーター大統領就任）
1979.10 カーター大統領の議会教書
・ 連邦助成研究開発成果の技術移転促進
・ ベンチャー企業の育成
・ アンチトラスト法の緩和
・ 知的財産権保護強化
1980 「バイドール法」成立、ＴＬＯ成立
1981.1 （レーガン大統領就任）
1982 連邦巡回区控訴裁判所（ＣＡＦＣ）設置
1983.6 産業競争力に関する大統領顧問委員会
1985.1 『国際競争力と新たな現実』（ヤング・レポート）
・ 研究開発促進と製造技術向上
・ 産業界への資金の円滑投入
・ 教育研修による人材育成
・ 輸出拡大を目指す通商政策の策定
・ 国家によるベンチャー企業育成
・ 特許制度の改正
・ 均等法の広範な適用と損害賠償の算定方法見直し
・ 通商法301条を軸とした二国間交渉
・ 知的所有権制度の確立
1985.9 通商政策アクションプログラム
1988.8 「包括通商法（スーパー301条／スペシャル301条）」成立



○ 今は、どのような時期か？

○ 第2期科学技術基本計画(平成13年度～平成17年度）
・目指すべき国の姿（知の創造、経済活性化、安全・安心）
・重点4分野
（ライフサイエンス、ＩＴ、環境、ナノ・材料）
・科学技術システム改革（競争的資金、研究評価）

○ 第3期科学技術基本計画(平成18年度～平成22年度）
の策定に向けて検討が始まっている。

出典：文部科学省 科学技術・学術政策局



物質的な豊かさという点で大きく発展した20世紀

これからの21世紀には、
何を目指して科学技術を推進すべきか。





重点化

個々の科学技術領域

従来の科学技術政策重点化の考え方

産業的価値の創出

知識の創造資料提供：文部科学省 科学技術・学術政策局 内丸幸喜計画官付企画官



重点化

重点化

社会的課題の解決への貢献
（安全・安心、文化、等）

社会的価値を踏まえた科学技術政策重点化の考え方

産業的価値の創出

知識の創造資料提供：文部科学省 科学技術・学術政策局 内丸幸喜計画官付企画官



科学技術と文化芸術の融合領域の振興

１．文化芸術の創造、保存、普及に資する科学技術の振興
－科学技術を活用した新たな文化芸術の創造
－文化芸術の保存・普及の支援
－科学技術の文化的価値の再評価

２．工学と芸術の融合した研究領域の振興

３．科学技術の活動や成果を「かたち」としてデザインし、
社会とのコミュニケーションを図る



１．文化芸術の創造、保存、普及に資する科学技術の振興

○文化芸術振興基本法（議員立法 平成13年12月公布）
文化芸術の振興に関する基本的方針（平成14年12月閣議決定）
科学技術の活用がうたわれている。

○文化芸術は、心豊かな質の高い国民生活の実現、
質の高い経済活動の実現に資する

（例）メディア芸術（デジタルコンテンツ）
・2003年市場規模は2兆2,783億円（前年比10.7％増）

○文化芸術の表現手法の高度化や文化財の保存・普及の促進
などを支援するための科学技術

（例）映像技術、バーチャルリアリティ技術、
デジタルアーカイブ技術，物性分析技術、センシング技術

など



２．工学と芸術の融合による新規研究領域の開拓

○文化芸術振興基本法や
「感動」を主たるコンセプトとした新IT戦略

○国民の質の向上、経済活動の質的向上のため、工学と芸術
を融合させた研究開発分野の振興

（例）感性、感動について基礎的な研究
（特に実証的な脳科学研究等との融合）



３．科学技術と社会のコミュニケーション

○高度化・複雑化する科学技術に関する情報が日常的に、
しかもわかりやすい形で社会に提供されることが必要

（第2期科学技術基本計画）

○「論理的な説明」を追求する科学者と「明快な表現」を追求
する情報デザイン研究者の協力により、研究成果・研究活動
を「かたち」として社会に示す



最近の動向

○科学技術・学術審議会資源調査分科会
「文化資源委員会」報告（2月19日）

○知的財産戦略推進本部（内閣官房）
「コンテンツビジネス振興政策」（3月15日）

○日本経団連
「エンターティメント・コンテンツ産業の振興に向けて」（11月）

○コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律案
（3月9日議案提出）



今後の課題および新たな取り組み（１）

課題２ 科学技術、文化芸術融合人材の育成

課題３ 感性・感動研究の基盤整備

課題４ 国際連携（特に日中韓）

課題５ 科学技術・文化芸術融合領域における
知的財産保護のあり方

課題１ 科学技術と文化芸術の2元論の克服

科学技術関係者と文化芸術関係者との連携、

政策部局間の連携



今後の課題および新たな取り組み例（２）

○科学技術振興調整費（文科省、総合科学技術会議）

「重要課題解決型研究等の推進」
産学官の共同研究チームによる

デジタルコンテンツの創造等の研究開発

「新興分野人材養成」
自然科学と人文・社会科学との融合領域（デジタルコンテンツ
の創造）における大学院における人材育成

○メディアアート創造のための先進的科学技術シーズの育成



今後の課題および新たな取り組み例（３）

○革新技術開発研究事業（科学技術振興機構）
文化芸術の保存・活用・創造に関する課題を民間企業から
公募し、より革新的かつ実用的な技術への育成を図る。

○知的財産の電子的な保存・活用を支援する
ソフトウェア技術基盤の構築（文部科学省）

デジタルアーカイブ化を支援するソフトウェア技術基盤の
構築のための研究開発委託事業。
研究開発領域の１つとして「文化財のデジタルアーカイブ化」を
設定。

○文化財オンライン構想（文化庁）
全国の博物館・美術館等の収蔵品をはじめとする文化遺産
情報を集約化してインターネットで国内外に発信。



今後の課題および新たな取り組み例（４）

○日中韓科学技術協力

○科学技術と文化芸術の融合領域における知的生産物の
保護および流通に関する調査研究

（文部科学省 委託先（財）未来工学研究所）

○先端科学技術をメディア芸術へと文化的価値を
高めるための施策のあり方に関する調査研究

（文部科学省 委託先（財）CGアーツ協会）

出典：文部科学省 科学技術・学術政策局



付則：付則：
～～科学技術振興調整費とは～科学技術振興調整費とは～

総合科学技術会議（議長：総理大臣）の方針に基づく科学技総合科学技術会議（議長：総理大臣）の方針に基づく科学技
術の振興に必要な重要事項の術の振興に必要な重要事項の総合推進調整総合推進調整のための経費のための経費

具体的な配分事務等は文部科学省において実施具体的な配分事務等は文部科学省において実施

科学技術振興調整費の活用に関する基本方針科学技術振興調整費の活用に関する基本方針

（平成（平成1313年年33月月2222日日 総合科学技術会議決定）総合科学技術会議決定）

各府省の施策の先鞭となるもの、各府省毎の施策では対応できていない
境界的・融合的なもの、複数機関の協力により相乗効果が期待されるもの、
機動的に取り組むべきもの等に活用。

①優れた成果の創出・活用のための科学技術システム改革

②将来性の見込まれる分野・領域への戦略的対応

③科学技術活動の国際化の推進



科学技術振興調整費の抜本的見直し科学技術振興調整費の抜本的見直し
●科学技術振興調整費のプログラムの変化

平成12年度まで

◇推進的な研究
総合研究
開放的融合研究
生活・社会基盤研究
知的基盤整備研究
目標達成型脳科学研究
ゲノムフロンティア開拓研究

◇国研活性化プログラム
重点基礎研究
COE育成

流動促進研究

◇その他
国際共同研究
調査・分析研究
緊急研究

平成13年度～

◇戦略的研究拠点の育成

◇若手任期付研究員支援＊

◇科学技術政策提言

◇産学官共同研究の効果
的な推進＊

◇先導的研究等の推進＊

◇新興分野人材養成

◇国際的リーダーシップ
の確保

◇科学技術振興に関する
基盤的調査

平成12年度以前に採択した既存プログ
ラムにおける継続課題については、終了
年次まで継続して実施

科学技術
システム改革

将来性の見込
まれる分野への
戦略的対応

科学技術活動の
国際化の推進

＊ 間接経費を導入



平成平成1616年度の科学技術振興調整費の活用について年度の科学技術振興調整費の活用について

平成16年度は第2期科学技術基本計画の4年度目に当たり、同計画の
実現を目指し、科学技術振興調整費については、特に以下の事項に重点
を置き活用を図ることとする。

１．国家的・社会的重要課題への取り組み

国家的・社会的に重要な政策課題であって、単独の府省では
対処が困難であり、政府として速やかに取り組むべき課題につ
いて、国民にわかりやすい達成目標を定めて取り組む。

２．科学技術システム改革の更なる加速

競争的資金制度改革の推進や産学官連携の戦略的な推進、
研究機関の組織改革などを促進し、わが国の科学技術システ
ムの強化を図る。

3．科学技術関係の人材育成の強化・充実

従来のカリキュラム設定による人材養成に加え、拠点の育成
も視野に入れて取り組む。



平成平成1616年度から新規に実施することが適当なプログラム（１）年度から新規に実施することが適当なプログラム（１）

競争的研究資金配分機関構築支援

背景

総合科学技術会議が取りまとめた「競争的資金制度改革について（意見）」（平成15年
4月21日 総合科学技術会議）において、競争的研究資金制度を運営する機関におい

ては、プログラムの計画から最後の評価の段階まで一貫してマネジメントする体制を構
築する必要性を指摘。

具体的には欧米のようにプログラムオフィサー(PO)、プログラムディレクター(PD)を設
置することとした。

関係府省では配分機関にPO育成のための研究等を実施することを求めた。

プログラムの概要

競争的研究資金に関する独立した配分機関の構築を支援するため、POの資質向上に
資する研修等のための経費を支援。
（支援内容）
○欧米のファンディングエージェンシー(NIH，NSF等)に日本のPO(各ファンディング・
エージェンシーが雇用するPO)を研修のために派遣
○欧米のPOを講師として招へいした短期間の研修セミナーを開催



平成平成1616年度から新規に実施することが適当なプログラム（２）年度から新規に実施することが適当なプログラム（２）

重要課題解決型研究等の推進（その１）

（１）目的

国力の充実、経済の活性化、安全・安心で快適な社会の構築など国家的、社会的に重
要な政策課題であって、単独の府省では対処が困難であり、政府として速やかに取り組
むべき課題について、総合科学技術会議が政策目標及び具体的な課題を設定し、国内
の産学官の研究機関・組織全般をたいしょうにし、研究開発を推進。

提案機関（代表提案者）は、具体的な達成目標の設定、産学官の複数の研究機関によ
る負傷横断的な推進体制の構築を要件とする。

（２）対象機関

大学、国公立試験研究機関、独立行政法人、民間等の研究開発機関その他研究能力
を有する機関全てを対象とする。ただし、産学官の複数の研究開発機関による総合的な
推進体制を構築することを前提に、研究を総括する責任機関及び責任者を設定すること
とする。



平成平成1616年度から新規に実施することが適当なプログラム（２）年度から新規に実施することが適当なプログラム（２）

重要課題解決型研究等の推進（その２）

（３）具体的な政策目標及び課題

①重要課題解決型研究

政策目標１：研究基盤の強化による国力の充実
（課題） ○研究活動を支えるデータベース共有化等の知的基盤整備

政策目標２：国際競争力の確保・強化による経済の活性化
（課題） ○標準化を狙う日本発技術の研究開発

○デジタルディバイド解消のための実証実験
○デジタルコンテンツ創作等のための研究開発

政策目標３：安心・安全で快適な社会の構築
（課題） ○新興・再興感染症に関する研究開発

○情報セキュリティに資する研究開発
○環境保全・再生に関する研究開発・技術実証実験
○交通事故対策技術の研究開発
○犯罪・テロ防止に資する最先端科学技術研究（認知・センサ技術等）
○減災対策技術の研究開発

②科学技術政策に必要な調査研究

（課題） ○研究開発評価手法の開発
○ライフサイエンスやナノテクノロジーなどの先端科学技術が社会に与える影響の研究
○代替医療の科学的評価手法の開発

＜以下は現在検討中＞



平成平成1616年度から新規に実施することが適当なプログラム（２）年度から新規に実施することが適当なプログラム（２）

重要課題解決型研究等の推進（その3）

（４）実施期間

＜以下は現在検討中＞

①重要課題解決型研究は、原則3年間。
ただし、特に必要ないと認められる場合には、5年間を限度とする。

②科学技術政策に必要な調査研究は、原則1年間。
ただし、特に必要と認められる場合には、2年間を限度とする。

（５）１課題当たりの経費

①重要課題解決型研究は、年間2～3億円程度とする。

②科学技術政策に必要な調査研究は、年間3千万円程度とする。



科学技術と文化芸術の融合領域科学技術と文化芸術の融合領域
課題の構造と展開の方向性課題の構造と展開の方向性

融合領域研究会融合領域研究会
Koichi Koichi SunadaSunada, Ph.D., Ph.D.

○科学技術と文化芸術の融合領域における知的生産物の
保護および流通に関する調査研究

（文部科学省 委託先（財）未来工学研究所）



＜問題の設定と分析の視点＞＜問題の設定と分析の視点＞

１．科学技術と文化芸術の融合にはどのようなパターンがあるのか？

１．科学技術と文化芸術の融合にはどのようなパターンがあるのか？
２．科学技術と文化芸術の融合領域で、具体的にどんなことが起こっているのか、

これから起こるのか？

１．科学技術と文化芸術の融合にはどのようなパターンがあるのか？
３．科学技術と文化芸術の融合領域の生成メカニズムを、担い手である人

（アーティストからエンジニアまで）の役割に着目するとどうなるか？

４．エキスパート（プロ）とパブリック（素人）の問題をどう考えるか？

５．ビジネスと文化・社会システムへの展開（知財など･･･）



２つの領域の関係２つの領域の関係

科学技術 文化芸術

科学技術・説明ツール

科学技術の新たな表現ツール

文化芸術の新たな表現ツール

文化芸術の説明・解釈ツール

表現ベクトル（カタチをつくる：有形・無形Product、モノの世界）

説明・解釈ベクトル（理解する：こと・ストーリーの世界）

＜B1：情報デザイン＞

＜A1：プロダクトデザイン＞

＜A２：メディア芸術＞

＜B2：感動工学・脳科学＞

理論 の世界 感性 の世界



融合領域のパタン例融合領域のパタン例

個別課題の発掘＆深堀

組み合わせ型展開

＜B1＞:情報デザイン理論をベースにした科学技術成果の展示手法検討
＜A2＞:嗅覚・触覚再現技術を活用したメディア芸術の開発支援
＜B2＞:伝統芸術の暗黙知を可視化する新たな手法の開発

＜A1＞B2＞:脳科学の知識を活用したサブリミナルアートの開発支援
物語生成ツールを活用した新しいゲームの開発

＜A1＞B1＞:情報デザイン理論にもとづく人にやさしいプロダクトデザイン
＜A1＞B2＞:感性工学をベースとした快適な居住空間の設計



「科学技術」と「文化芸術」の担い手の組み合わせ「科学技術」と「文化芸術」の担い手の組み合わせ

サイエンス
（科学者）

エンジニアリング
テクノロジー

（技術者/工学者）

アート
（アーチスト）

デザイン
（デザイナー）

社会性・実用性の世界

自己表現・独自性の世界

説明系 表現系

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

技術者とデザイナー（組み合わせⅠ）
:CANONプロダクトデザイン（タイプB1）
-親和性が高い

技術者とアーチスト（組み合わせⅡ）
:東京大学岩井氏 （タイプA1/B1）
:ATR （タイプC）
:IRCAM （タイプB2）
-相性が良い場合・悪い場合がある

科学者とデザイナー（組み合わせⅢ）
:多摩美大須永氏（タイプB）
-相性が良い場合・悪い場合がある

科学者とアーチスト（組み合わせⅣ）
:九大芸工源田氏 （タイプA）
-タイプB/Cの成功事例はほとんどない



ターゲットとなる融合人材育成・活用の階層構造ターゲットとなる融合人材育成・活用の階層構造

トップ人材層

中間人材層

一般層

仲介者

エキスパート （プロ）

パブリック （素人）

創造性＆科学的な考え方のできる
子供や市民などの一般人

融合人材を底上げする
（異分野の専門家と共同作業できる）
2つの専門を理解できるクリエイタ/研究者

科学技術の知識理解力を有し、
芸術的センスを兼ね備えた
トップレベルのクリエイタ/研究者

コラボレーションを取り持つ
コーディネータ

法的な知識を備えビジネス展
開できるプロデューサー



公的機関における産業界との連携公的機関における産業界との連携

復習資料提供：前川復習資料提供：前川 治彦治彦

独立行政法人理化学研究所独立行政法人理化学研究所 研究調整部研究調整部

第４回 九州・沖縄地区マネージメント研修会 平成１５年１２月１９日



研究成果物の取扱い研究成果物の取扱い

研究成果の分類と帰属の考え方 
 

 
                       

 
 
 

                 
 

                      
 
 

 
 

 
 
 

 
             
 
 
 
 

有体物 

生物系材料＊ 

無体物 

知的財産権 

材料・試料、装置・試作品、サンプル、無体物を記録した

記録媒体、ラボノート等 

マウス、植物、微生物 
細胞、遺伝子等 
 

ノウハウ、情報、アイディア等 

発明（特許）、考案（実用新案）、 
論文・プログラム著作権等 

《 

取 

得 
(

完 

成) 

時 

》 

《 

雇
用
契
約(

規
定)

に
基
づ
く
手
続
き
後 

》 

アイディア 
 

論文等著作権＊＊ 
 

[就業規程]等 

【研究所帰属】 【研究者帰属】 

[就業規程]等： 届出の義務 

知的財産権 

[職務発明規程： 
発明者の権利の全部又 
は半分を研究所に譲渡]  

[規程等なし] 

特許等を受ける権利、特許権等、プログラム著作権＊＊  

ノウハウ、情報等 
 

＊＊個人が著作権を所有する場合は、理研に対して著作者人格権を行使しない 

＊ 他機関から寄託を受けた生物系材料の帰属については各バンクで検討 

（注）知的財産権については、１６年４月よりすべて研究所帰属へ変更予定



産業界との連携にあたって産業界との連携にあたって

（１）成果普及に産業界は有効なパートナー（１）成果普及に産業界は有効なパートナー
・マーケット能力、製品開発能力等・マーケット能力、製品開発能力等

（２）産業界とは（２）産業界とはWIN&WINWIN&WINの関係の関係
・産業界側の意向を十分把握し、契約書雛型にと・産業界側の意向を十分把握し、契約書雛型にとらわらわ

れずれず柔軟に柔軟に

（３）信頼関係の構築（３）信頼関係の構築



不実施補償不実施補償

特許法上、共有特許権を所有する権利者は自由実特許法上、共有特許権を所有する権利者は自由実
施可能施可能

商業的実施をしない公的機関にとって不公平商業的実施をしない公的機関にとって不公平

共有権利者である民間企業が実施して売上を上げ共有権利者である民間企業が実施して売上を上げ
た場合は、公的機関に実施料相当を納めてもらうた場合は、公的機関に実施料相当を納めてもらう



機密保持・研究成果の公表機密保持・研究成果の公表

（公的機関）（公的機関） （民間企業）（民間企業）

成果公表主義成果公表主義 機密主義機密主義

知的財産権を確保した上での成果発表知的財産権を確保した上での成果発表

機密保持情報の明確化機密保持情報の明確化

密接な情報交換密接な情報交換



特許権等の譲渡特許権等の譲渡

民間企業は、維持管理、自己実施、第三者への実民間企業は、維持管理、自己実施、第三者への実

施許諾等の煩雑な手続きを避けるため、特許権等施許諾等の煩雑な手続きを避けるため、特許権等
の単独所有を希望の単独所有を希望

共同研究や受託研究の成果たる特許権等（受ける共同研究や受託研究の成果たる特許権等（受ける

権利を含む）を、当該相手先企業へ随意契約により権利を含む）を、当該相手先企業へ随意契約により
譲渡することを検討中譲渡することを検討中

ただし、適正な譲渡額の設定が困難（専門家の活ただし、適正な譲渡額の設定が困難（専門家の活

用）用）



契約書雛型契約書雛型

１．共同研究契約書１．共同研究契約書

第９条（研究成果の公表）、第１０条（特許を受ける権利及び第９条（研究成果の公表）、第１０条（特許を受ける権利及び

出願）、実施（第１１条）、機密保持（第１２条）出願）、実施（第１１条）、機密保持（第１２条）

２．秘密保持契約書２．秘密保持契約書

第３条（第三者への不開示）、第４条（利用制限）第３条（第三者への不開示）、第４条（利用制限）

３．試料提供契約書３．試料提供契約書

第２条（使用目的の制限、第三者への提供禁止）、第３条第２条（使用目的の制限、第三者への提供禁止）、第３条

（検討終了後の措置）、第５条（非保証）（検討終了後の措置）、第５条（非保証）

４．ライセンス契約書４．ライセンス契約書

第８条（契約の解除）、第１０条（免責等）第８条（契約の解除）、第１０条（免責等）



おわりにおわりに
産学連携に役立つ契約書式集産学連携に役立つ契約書式集

無料ダウンロードサービス無料ダウンロードサービス

産学連携による研究開発をサポートする産学連携による研究開発をサポートするPDFPDF契約書式集。契約書式集。

**機密保持誓約書機密保持誓約書
**機密保持契約書機密保持契約書
**開発委託契約開発委託契約
--企業・研究者間契約書企業・研究者間契約書
**開発委託契約開発委託契約
--研究開発委託基本契約書研究開発委託基本契約書
http://http://www.avice.co.jp/sangaku/index.htmlwww.avice.co.jp/sangaku/index.html



産学連携活動の日米及び九州との比較産学連携活動の日米及び九州との比較
米国に比べ日本は、米国に比べ日本は、特許ライセンシング率や大学発ベンチャー企業数が圧倒的に少なく、優特許ライセンシング率や大学発ベンチャー企業数が圧倒的に少なく、優
れた技術の多くが死蔵。れた技術の多くが死蔵。

高揚機運にある産学連携活動を経済活性化に結びつけるためには、更なる支援策が必要。高揚機運にある産学連携活動を経済活性化に結びつけるためには、更なる支援策が必要。

（出展）
日本：経済産業省調べ
米国：AUTM（米国技術管理協会編）“Licensing Survey 2000）

134134千人千人153153千人千人
14.614.6千千

人人
大学教官数大学教官数

64%64%17%17%14%14%ライセンス件数／特許出ライセンス件数／特許出
願件数願件数

2,6242,624社社424424社社5959社社大学発ベンチャー数大学発ベンチャー数

11.111.1億ド億ド

ルル
3.03.0億円億円0.50.5億円億円ロイヤリティ収入ロイヤリティ収入

3,6063,606件件231231件件3535件件ライセンス件数ライセンス件数

5,2635,263件件1,1451,145件件255255件件特許出願件数特許出願件数

142142機関機関3131機関機関44機関機関TLOTLO数数

米 国米 国日 本日 本九 州九 州



ライセンシング手続きの流れライセンシング手続きの流れ

UCUCサンフランシスコサンフランシスコOTMOTMの例の例大学教授等の発明者が
OTMに“Technology Disclosure Form”を提出

OTM書類の受理
当該案件のLicensing Officer（LO）を選定

LOは当該発明の製造フィィジビリティ、革新性、市場の可能性などを査定し、
ライセンシング戦略を立案（non-exclusive／exclusiveの選択）

※この段階で、将来顧客と成り得るライセンシング企業や
ベンチャーキャピタル（VC）等からの意見を聴取

上記情報を踏まえ、LOが当該案件をUCSFの特許として
申請するかどうかを決定※UCSFでは4件に1件の割合で特許申請。

また、原則として特許の申請時にはライセンシーを確保しておく

外部の法律事務所を通じて
The US Patent and Trademark Office（PTO）特許申請

UCSFとライセンシーによる契約
※通常、ライセンシング期間は15～20年

UCSF技術管理事務所
Officer of Technology
Management（OTM）


